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▼

目名神楽会目名神楽会

岩屋青年会岩屋青年会

尻労後援会尻労後援会 古野牛川敬神会古野牛川敬神会

鹿橋青年会鹿橋青年会

東通村連合婦人会東通村連合婦人会

砂子又郷友会砂子又郷友会 老部敬神会老部敬神会 蒲野沢青年会蒲野沢青年会

小田野沢神楽会小田野沢神楽会
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大利敬神団大利敬神団 尻屋三余会尻屋三余会

平獅子平獅子

念念
ねんねん

寺寺
ずず

権現舞権現舞鐘巻鐘巻

鳥舞鳥舞

おきなおきな

信夫信夫 追分追分 鞍馬鞍馬

三番三番

忠臣蔵　五段目忠臣蔵　五段目

籠舞籠舞

鹿橋地区鹿橋地区

砂子又地区砂子又地区 小田野沢地区小田野沢地区

上田代地区上田代地区
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１月１２日の成人の日に、東通中学校体育館において「令和８年東通村二十歳の集い」が挙行されました。

当村で対象となる５５名（男３１名、女２４名）のうち３２名が出席し、旧友や恩師との久しぶりの再会を喜びました。

式では参加者を代表して、中村 飛鳥さん（目名出身）へ記念品が贈呈され、東通中学校生徒会長を務めた大槻 夕

凪さん（岩屋出身）が、代表して『誓いのことば』を述べました。大槻さんは「人との関わりを重んじるとともに、一人

一人が自らの行動に責任を持ち、社会の一員として歩んでいくことを誓います」と抱負を述べました。

畑中 稔朗 村長は、二十歳を迎えた参加者へ「限りなく輝く未来を、いつまでも応援します。おめでとう！」と激励

の言葉を送りました。

また、式後には、記念行事として、岩屋子ども会による『権現舞』が披露され、二十歳の皆さんの門出を祝いました。

二十歳を迎えられた皆さんの今後のご活躍をお祈りしています。
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記念事業実行委員会　中村 勝 委員長記念事業実行委員会　中村 勝 委員長

中村 委員長から感謝状贈呈中村 委員長から感謝状贈呈

東通村小学校　宮野　康彦　校長東通村小学校　宮野　康彦　校長

出席した卒業生からメッセージ出席した卒業生からメッセージ

東通村　畑中　稔朗　村長東通村　畑中　稔朗　村長

東通小学校歌の演奏東通小学校歌の演奏

東通小学校の頃の弓さん東通小学校の頃の弓さん 現在の弓さん現在の弓さん
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Village　Event　～村のできごと～ Village　Event　～村のできごと～
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民生委員・児童委員が一斉改選民生委員・児童委員が一斉改選

１２月１０日に「東通村民生委員・児童委員」及び

「東通村主任児童委員」の皆さんに、畑中 稔朗村長か

ら委嘱状が伝達されました。

「民生委員・児童委員」及び「主任児童委員」は、

厚生労働大臣及び青森県知事から委嘱され、民生委員

法・児童福祉法に基づき、地域住民の福祉の増進を図

るための活動を行っています。

今回、令和７年１２月１日付けで就任された皆さん

は、地区担当民生委員・児童委員が２３名、主任児童

委員が２名です。委員の任期は、令和１０年１１月

３０日までの３年間となっています。

民生委員・児童委員、主任児童委員は特別地方公務員の資格を有しているので、日常生活の中で不安な事

などがありましたら、地区担当の民生委員・児童委員にお気軽にご相談ください。

◆民生委員・児童委員の氏名と担当地区名（敬称略、順不同）

民生委員・児童委員一覧（令和７年１２月１日～令和１０年１１月３０日）

氏　　名 担当地区 氏　　名 担当地区

中　野　保　子 大利・早掛平 越　善　岩　男 猿ヶ森・上田代・下田代

向　井　正　子 目名・向野 澤　田　信　子 砂 子 又

大　福　幸　子 石　　持 辻　　　くみ子 上 田 屋

真　手　悦　子 鹿　　橋 宮　本　久　男 下 田 屋

宮　下　信　子 蒲野沢・桑原 向　井　正　洋 豊栄・石蕨平・一里小屋

岡　田　哲　夫 入口・稲崎・東栄 二本栁　玲　子
小田野沢

辻　　　智　子 古野牛川 川　口　正　逸

下　川　宏　一 野　　牛 南　川　千恵美
老　　部

伊　東　吉　彦 袰　　部 中野渡　照　子

相　馬　恵　子 岩　　屋 三　橋　裕　美
白　　糠

川　島　智　子 尻　　屋 東　田　眞理子

二本栁　勝　助 尻　　労

主任児童委員一覧（令和７年１２月１日～令和１０年１１月３０日）

氏　　名 担当地区
※主任児童委員は民生委員・児童委員のうち、特

に児童福祉に関する事項を専門的に担当する委

員です。

松　木　由美子
全　　域

賀　佐　さゆり

畑中村長から一人一人に委嘱状を伝達

故 伊勢田 勉　氏が旭日単光章を受章故 伊勢田 勉　氏が旭日単光章を受章

故 伊勢田 勉　氏（白糠）が旭日単光章を受章し、１２月

１８日、畑中村長から奥様の伊勢田 紅美子様に勲記と勲章が

伝達されました。

故人は、ご逝去される直前まで村議会議員としての使命を

果たし、村の教育環境の向上、保健・医療・福祉の充実、原

子力政策を踏まえた産業経済の発展など多岐にわたって尽力

されました。その地方自治への多大な貢献が認められ、今回

の旭日単光章の受章に至りました。

故人のご功績に深く敬意を表しますと共に、永年にわたる

ご尽力に改めて感謝申し上げます。
勲記と勲章を受け取る妻の紅美子 様（中央）と
ご子息の宣成 様（右）

行こうよ！浮間小学校　東通小学校５年生が訪問行こうよ！浮間小学校　東通小学校５年生が訪問

１月８～１０日の３日間、東通小学校５学年の児童たちが、東京都北区の浮間小学校を訪問しました。

平成１６年度よりスタートした当事業は、本年度より「東通村と都市部との交流事業」として実行委員会

を立ち上げ、引き続き交流の継続と、関係・交流人口の充実を目指しています。

東通小学校の児童たちは、１日目に浮間小学校を訪問し、浮間小学校の児童たちおすすめのスポット、飛

鳥山公園を見学しました。公園内は資料館・博物館が併設されており、北区の歴史等を学ぶことができまし

た。その後、浮間小学校舎内で開かれた歓迎会では、学校関係者をはじめ、昨年８月に東通村を訪問してく

れた浮間小学校の児童たちとの久しぶりの再会に、とても嬉しそうな様子でした。

２日目は、浮間小学校にて授業に参加し、ホームルームや体育、また給食も一緒に食べました。参加した

東通小学校の児童たちからは「また会うことができて感動した」「最初は緊張したけど、いっぱいおしゃべ

りできて良かった」と笑顔で話していました。お互いに共有した時間はとても心に残る体験となりました。

訪問の様子
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防災行政用無線「戸別受信機」の設置について

村では、村内の住宅及び事業所等に防災行政用無線戸別受信機を設置する工事を行っており、１

月から作業員が順次訪問し、戸別受信機・アンテナの設置場所等の調査を実施しております。

◎防災行政用無線戸別受信機 とは

平常時・災害時において行政からのお知らせなど防災無線の放送を屋内で聞くことのできる機器

です。

◎注意事項

戸別受信機は村からの貸与品となります。設置にあたっては貸与申請書を提出いただきます。

工事費用は東通村で負担します。

戸別受信機に係る電気料及び電池の交換費用は、使用者の方にご負担いただきます。

工事・調査において作業員がみなさまへ料金を請求することや口座情報の確認を行うことはあり

ません。

不審な点を感じたら以下の問い合わせ先までご連絡ください。

戸別受信機は災害時に村内のみなさまへ村からの情報を発信するための重要な設備となります。

調査・取付へのご協力をよろしくお願いします。

問合せ先：防災安全課　☎０１７５－３３－２２６２

　　　　　工事受託業者　株式会社ユアテック　☎０１７－７３８－９１３５

※灯台サミットのお知らせは、今月は休載です。
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お知らせ一覧

県税口座振替制度のお知らせ

青森県では県税の口座振替の申込みを受け

付けています。

県税の納税は、便利で、安全・確実な口座

振替をご利用ください。

なお、法人県民税・事業税、軽油引取税の

新規受付は終了しており、令和８年８月振替

分（令和８年７月申告期限分）をもって取扱

いを廃止します。

現在、口座振替を行っている皆さまは、令

和８年９月以降、口座振替されませんのでご

注意ください。

【今後も口座振替を利用できる県税】

◇自動車税種別割

　　６月納期分（定期賦課分）

◇個人事業税

　　８月・１１月納期分（定期賦課分）

【申込方法】

本人名義の通帳と預金届出印を持参のう

え、最寄りの取扱金融機関または県税事務所

にお申し込みください。申込用紙は各窓口に

備え付けてあります。

【申込期限】

◇自動車税種別割･･･４月３０日

◇個人事業税･･･８月中旬

【取扱金融機関】

青森みちのく銀行、青い森信用金庫、青森

県信用組合、東北労働金庫、県内農業協同組

合、ゆうちょ銀行（郵便局）など

【ご注意ください】

振替日から数日間は県税事務所の窓口では

振替の確認が出来ません。その期間に納税証

明書が必要な場合は、口座振替分の記帳がさ

れた預金通帳をご持参ください。

≪お問合せ先≫

青森県下北県税事務所　納税管理課

☎０１７５－２２－８５８１　内線２０３

ご存じですか？知財調停

知財調停とは、ビジネスの過程で生じた

知的財産権に関する紛争（特許権、著作権、

商標権、不正競争防止法に定める不正競争）

について、当事者双方の話し合いにより解

決を図る手続です。

裁判官、知的財産権事件の経験が豊富な

弁護士・弁理士などから構成される調停委

員会とともに紛争解決を目指します。

東京地方裁判所、大阪地方裁判所で運用

しておりますが、ウェブ会議を利用して手

続に参加できますので、ぜひ気軽にご相談

ください。

≪お問合せ先≫

青森県地方裁判所総務課庶務係

☎０１７－７２２－５４２１

離婚と子どもをめぐるルールが新しくなりま

す！

令和８年４月１日より、改正民法が施行

され、離婚後に父母双方を親権者として定

める共同親権を選択することができるよう

になります。また、離婚時に養育費の取決

めをしていなくても、一定額の法廷養育費

を請求することができるようになります。

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁

判所の手続を利用して解決を図ることも考

えられます。手続案内や申立書については、

裁判所ウェブサイトでご案内しております。

また、今回の法改正による内容を詳しく知

りたい方は、特設ページ「離婚と子どもを

めぐる新しいルールについて」をご覧くだ

さい。

≪お問合せ先≫

青森県地方裁判所総務課庶務係

☎０１７－７２２－５４２１

福祉のお仕事を体験してみませんか？

対象者　福祉・介護・保育の仕事に関心の

ある方

体験先　青森県内の高齢者、障害者、保育

分野等の社会福祉施設及び事業所

実施期間　毎年度４月初日から翌年３月末

まで

体験内容　体験先施設により異なりますが、

実際にお仕事を体験していただきます。

体験期間

１人あたり最大１０日まで（体験時間は

１日８時間以内）

体験経費　無料（ただし、交通費、食事代

等は本人負担）

申込時期　体験先の調整のため、体験希望

日の２０日前までにお申込みください。

≪申込・お問合せ先≫

青森県福祉人材センター

（☎０１７－７７７－００１２）

弘前福祉人材バンク

（☎０１７２－３６－１８３０）

八戸福祉人材バンク

（☎０１７８－４７－２９４０）

※お電話・FＡＸ・ｗｅｂから申し込みで

きます。

『みちのく・ふるさと貢献基金』助成事業募集

のお知らせ

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基

金では、県内の個人、団体、NPO法人、企

業などが地域の発展や地域貢献のために、

地域資源を活用・創造する活動や、健康増

進、医療、福祉、環境に関連する活動に対

し、必要な費用を助成しています。

応募受付

４月１日（水）～５月３１日（日）まで

にホームページの申請受付フォーム、ま

たは申請受付表をメールまたは郵送して

ください。

申請方法

申請書類は６月３０日（火）までに必要

事項を記入してメールまたは郵送してく

ださい。

助成金額

必要費用以内で、１００万円を限度とします。

≪お問合せ先≫

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基

金事務局

☎０１７－７７４－１１７９

担当／小山内・川村

URL : https://www.michinoku-furusato.

or.jp

第1３回ゴニンカン世界大会・東通場所　参加者募集！（先着６０名）

♣開催日時　令和８年２月２２日(日)　１０：００～１５：００

♦開催場所　東北電力 あがさいホール(プチマート東通店隣)

♥参 加 費　１人 ２０００円( 昼食代含む)

♠申込締切　令和８年２月１２日(木) １７時まで

主催 　東通ライオンズクラブ

　　　 ☎０９０－５５９３－８７５６（三國）

　　　 ☎０８０ー１８４８ー２３７４（奥島）

「観光に対する住民意識調査」アンケートご協力のお願い

『一般社団法人しもきたツーリズム』では、観光を通じて下北地域の活性化に取り組んでいます。今後、住

民の皆様にも喜ばれる観光事業に取り組むため、「観光に対する住民意識調査」（アンケート）を実施します。

下北半島を観光で盛り上げていくため、ぜひご意見をお聞かせください！ 

■回答方法

※お手持ちのスマートフォン等でＱＲコードを読み取るとアンケート画面へ直接アクセスできます。 

　回答ＵＲＬ：https://forms.gle/Bxh8WPqoJSzLuFT89

■回答期日　：令和８年３月１５日まで

■お願いとご注意

・回答はおひとりにつき１回のみ

・いただいた回答は、個別に利用・公表されることはございません

お問合せ先：しもきたツーリズム（担当）立崎　☎０１７５－３１－１２７０
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１　「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」の送付について

後期高齢者医療制度に加入している方で、医療費と介護サービス費の自己負担額の1年分（令和６年８月１
日～令和７年７月３１日）の合算額が限度額を超えた場合、その超えた金額が支給されます（５００円以下の
場合は対象外）。世帯内に後期高齢者医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯で合算して支給額を
計算します。
支給要件に該当すると思われる世帯には、２月下旬（予定）に青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申

請のお知らせ」を送付します。お知らせが届いた方は申請してください。
対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入してきた方等がいる世帯には、支給対象となる世帯で

も「支給申請のお知らせ」が送付されない場合がありますので、対象になると思われる方はお問い合わせくだ
さい。
合算額の限度額

※１：課税所得６９０万円以上の方
※２：課税所得３８０万円以上６９０万円未満の方
※３：課税所得１４５万円以上３８０万円未満の方
※４：世帯員全員が住民税非課税の方
※５：世帯員全員が住民税非課税の方のうち、世帯員全員の各所

得金額が０円の方（公的年金の場合は収入が年額
８０．６７万円以下）自己負担額は、支払った額から高額
療養費や高額介護（予防）サービス費を除いた額です。

○申請に必要なもの
　①支給申請書、②支給申請のお知らせ、③マイナ保険証又は後期高齢者医療資格確認書、
　④介護保険被保険者証、⑤個人番号確認書類（マイナンバーカードまたは通知カード）、
　⑥本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、障がい者手帳など身元のわかるもの）、
　⑦印鑑（認印）※申請者と受領者が異なる場合は両者の押印が必要です、
　⑧通帳（通帳のコピー等口座情報のわかるもの）

※被保険者が亡くなられている場合は受領申立書の提出が必要です。（事前に提出した場合は不要です。）
※被保険者以外の方が申請又は受領する場合は委任状が必要です。
※被保険者以外の方が申請する場合は委任状に加え、被保険者の個人番号がわかるもの（コピー可）、申請者

の本人確認書類が必要ですので、詳しくは担当までお問い合わせください。
※重度心身障がい者医療費の助成を受けている場合は、東通村へ受領を委任する委任状が必要です。
※対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険や他市町村の介護保険の加入歴と、自己負担額がある場

合は、それらの保険の自己負担額証明書が必要です。
※成年後見人が申請される場合は、登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの）をお持ちください。
※マイナ保険証がある場合は、個人番号確認書類及び本人確認書類は不要です。

２　医療費通知書の送付・コールセンターの設置について
医療費通知書は、ご自身の受けた医療の状況を知っていただくためにお送りするお知らせです。
例年、年１回医療費通知書を送付していましたが、今年度より医療費通知書を活用して医療費控除の申告を

される方々の利便性向上のため、年２回送付します。
２月中に確定申告される方は、１１ヶ月分の医療費通知書と医療機関発行の領収書（１２月診療分）をご活

用願います。

送付時期 記載された診療月

１回目：２月中旬 １月～１１月診療分

２回目：３月中旬 １２月診療分

医療費通知書に関してご不明な点がございましたらコールセンターへご連絡ください。お電話の際は、被保
険者番号がわかるもの（資格確認書等）をご用意ください。

お問合先：東通村 税務課 後期高齢者医療保険担当 お問合先：東通村 税務課 後期高齢者医療保険担当 ☏☏０１７５―３３―２１３４０１７５―３３―２１３４

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

所得区分
後期高齢者医療

＋介護保険

現役並み所得Ⅲ※１ ２１２万円

現役並み所得Ⅱ※２ １４１万円

現役並み所得Ⅰ※３ ６７万円

一般Ⅰ　　　一般Ⅱ ５６万円

低所得Ⅱ　　　※４ ３１万円

低所得Ⅰ　　　※５ １９万円

マイナンバーカードをお持ちの方は、確定申告に活用するた
めの１年分の医療費通知情報を、例年、２月９日からマイナ
ポータルで取得可能です。

〇後期高齢者医療費通知書コールセンター

０１２０－９０５－２４４
受付期間　令和８年２月２日～令和８年３月１９日まで（土日祝を除く）
受付時間　９時～１７時

■令和７年分の確定申告等期限と納期限

・申告所得税及び復興特別所得税・贈与税　３月１６日（月）

・個人事業者の消費税及び地方消費税　３月３１日（火）

≪振替納税利用者の口座振替日≫

・申告所得税及び復興特別所得税　４月２３日（木）

・個人事業者の消費税及び地方消費税　４月３０日（木）

振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に納税ができる大変便利な制度ですので、是非ご利用ください。

既に振替納税をご利用の方は、確実に振替納付ができるよう、事前に預貯金残高をご確認ください。

■申告書作成会場を開設します

・開設場所　むつ市金谷２丁目６－１５　下北合同庁舎３階

・開設期間　２月１６日（月）～３月１６日（月）《土・日・祝日を除く》

・開設時間　午前９時～午後５時

※１スマホ（又はパソコン）とマイナンバーカードを利用して、自宅からｅ-Taxで２４時間申告することが

できますので、是非ご利用ください。

※２ 申告書作成会場での相談を希望される方は、ＬＩＮＥによるオンライン事前予約をお願いします。当日

の相談受付は、相談枠に限りがありますので、オンライン事前予約を是非ご利用ください。 

なお、ＬＩＮＥによるオンライン事前予約は、ＬＩＮＥアプリで国税庁ＬＩＮＥ公式 

アカウントのお友だち追加が必要です。 ＬＩＮＥのお友だち追加はこちら→ 

※３ 申告書作成会場では、スマホとマイナンバーカードを使用し、ご自身で申告書を作成、e-Tax により送

信（提出）していただきますので、スマホとマイナンバーカードをお持ちの方は必ずご持参ください。 

マイナンバーカードに設定した２種類のパスワード（注）のほか、マイナンバーカードの電子証明書が無効

化されていないかを来場前に必ずご確認いただきますようお願い します。 

（注）利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）、署名用電子証明書のパスワード（英数字６～１６文字） 

お問合せ先：むつ税務署☎０１７５—２２－３２９４（内線２０９）調査部門（個人担当）

むつ税務署からのお知らせ

２月の夜間納税相談・納付窓口開設のご案内

下記の日程で夜間の納税相談・納付窓口を開設いたします。

仕事などで日中に税金の納付や相談が難しい方は、ぜひご利用ください。

〇納税相談・納付窓口	 東通村役場　税務課　　※庁舎正面玄関からお入りください

〇日　　時	 ２月　３日（火）　　　１７～２０時

	 ２月１９日（木）　　　１７～２０時

	３ 月　４日（水）　　　１７～２０時

	３ 月１７日（火）　　　１７～２０時

〇お問合せ先	 税務課　税務グループ　　☎０１７５－３３－２１３４（直通）

※納税相談や、納付連絡のない滞納者については、差押え・公売等の滞納整理や税金の徴収を専門に行う「青

森県市町村税滞納整理機構」へ移管する場合がありますので、適正な納税をお願いいたします。
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採水年月日 採水場所 検査判定

令和７年１２月４日 岩屋浄水場 水質基準に適合

令和７年１２月４日 野牛浄水場 水質基準に適合

令和７年１２月４日 大平滝浄水場 水質基準に適合

水質検査結果のお知らせ水質検査結果のお知らせ
令和７年1２月４日に実施した水道水水質検査結果は下表のとおりです。

検査依頼先 ： （一財)青森県薬剤師会 食と水の検査センター

※令和７年４月１日から、東通村上下水道課

より委託を受けた協同組合東通村管工事協

会が、水道メーターの開閉栓業務を行いま

すのでよろしくお願いします。ご不明な点

がございましたら、☎０１７５-３３-

２３５２にてご対応させていただきます。

村内各浄化センターで、水に溶けない繊維素材、生活残飯、海草類、頭髪、プラスチック片等の不要物の混

入が、多数見受けられます。施設処理機器の故障の原因になりますので、次のことを厳守していただきますよ

うよろしくお願いします。

・水洗トイレでは、トイレットペーパーのみを使用し、水に溶けない繊維素材

（ティッシュペーパー、生理用品、紙おむつ、ウェットティッシュ、モップ等）を

流さない。

・生活残飯及び使用済食用油は、燃えるゴミとして処分し、下水道へ流さない。

（食用油は、低温で固まるため、配水管に付着し詰まりの原因になります）

・頭髪は、下水道へ流さない。

・流せるトイレクリーナーが原因で、マンホールポンプの故障が近年多発しております。

・適切な量を下水道へ流して頂くようご協力ください。

※　なお、各家庭の宅地内汚水枡を破損した場合は、早急に修繕くださるようお願いします。

また、公共枡（野花菖蒲を描いている枡）の破損及びその他相談がありましたら、上下水道課までご連

絡ください。

上下水道課

☎０１７５－３３－２３５２（内線４５３・４５６）

上下水道課からのおしらせ上下水道課からのおしらせ

《東通消防署からのお知らせ》

暖房器具の取り扱いに注意！

一段と寒さが厳しくなり、暖房器具などの火気を使用する機会が増え、火災が多く発生する傾向

にあります。村民一人一人が火災予防を心がけ、出かける前やお休み前には、もう一度火の元を確

認しましょう。

屋根の雪下ろしや除雪には十分ご注意を！

〇周囲の安全確認！

周囲の安全を確認しながら作業し、道路横断の際は特に注意しましょう。

◯水路等の転落に注意！

危険な場所を確認してから作業しましょう。

◯屋根の雪下ろしは特に注意！

屋根の上はとても滑りやすいので、雪下ろし作業は注意しながら行いましょう。

◯除雪機の事故に注意！

周囲の安全を確認しながら作業し、雪詰まりを取り除くときは必ずエンジンを停止してから取

り除きましょう。

◯体調管理に注意！

無理をせず、こまめに休憩を取りましょう。
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交通事故による死亡または災害の程度に応じて見舞金をお支払いする交通事故による死亡または災害の程度に応じて見舞金をお支払いする

＜問合せ先＞　青森県交通災害共済組合・東通支部（東通村防災安全課）　☎0175ー33ー2262

＜共済見舞金等金額表＞

交通災害共済は、 全国どこで起きた交通事故でも、 災害の程度に応じて見舞金をお支払いする制度です。

青森県民の方であればどなたでも加入することができます。 ぜひ、 家族そろって加入しましょう。

【対象となる方】

①青森県内の市町村の住民基本台帳に記

録されている方

②上記の方と生計を一にしている方で就

労又は就学のため県外に居所を移して

いる方

【主なとりまとめ団体】

部落会、交通安全母の会、老人クラブ、

東通小・中学校、こども園ひがしどおり

【受付場所】

東通村役場２階　防災安全課

東通村外の方も受付できます。

【会費】

年間１人　３５０円（１人１口）

※１０人以上の団体加入は１人当たり

５０円を団体奨励金として交付

幼児から中学生までは1人当たり１００

円の助成金を交付

【対象となる交通事故】

自動車、バイク、自転車等の道路交通に

よる人身事故

・歩行中の自動車等との接触によりケガ

をした場合

・自転車で走行中に転倒したり、追突さ

れてケガをした場合

・自転車走行中、誤ってガードレール等

にぶつかりケガをした場合

【共済期間】

令和８年４月１日から　令和９年３月３１日まで

途中加入の場合も３月３１日まで

予約加入は２月２日から受付開始

【請求期間】

事故があった日から１年以内

２等級の対象となる後遺障害が残った場合は２年以

内

【共済見舞金等の請求に必要なもの】

①自動車安全運転センター発行の交通事故証明

②医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書

③会員証

④死亡したときは死体検案書又は死亡診断書

⑤口座振替ができる金融機関の通帳

　（口座番号、名義などが確認できるもの）

⑥その他管理者の指定する書類

※①、②及び④については原則、原本が必要だが、

保険会社等の原本証明がある場合は写しでも可

※事故があった場合、必ず警察署又は最寄りの交

番・駐在所に届出て下さい。

同乗者や相手方がいない自損事故、自転車等の

単独の転倒でも必ず警察に届出て下さい。

警察に届出ない場合、交通事故証明書は発行さ

れません。

※交通事故証明書が得られない場合は、災害の程度

に関わらず特例見舞金として１万円の支給となり

ます（交通事故申立書の作成が必要になります）。

等　級 災　　害　　の　　程　　度 金　　額

１ 死亡した場合 １００万円

２ 交通事故により後遺障害が発生した場合 ５０万円

３ ９０日以上の治療を要する場合 ７万円

４ ６０日以上９０日未満の治療を要する場合 ５万円

５ ３０日以上６０日未満の治療を要する場合 ４万円

６ ３０日未満の治療を要する場合 ３万円

交通災害共済に交通災害共済に
家族そろって加入しましょう家族そろって加入しましょう

２月２日から予約加入開始

東通村会計年度任用職員（臨時職員・パート）募集

１　採用職種、募集人員及び勤務地

　　①調理員

　　　募集人員　１名

　　　勤務地　東通村学校給食センター

　　　採用予定日　令和８年４月１日

　　②学校管理員

　　　募集人員　１名

　　　勤務地　東通中学校

　　　採用予定日　令和８年４月１日

　　③こども園通園バス添乗員

　　　募集人員　１名

　　　勤務地　東通村内

　　　採用予定日　令和８年４月１日

２　受験資格

　　　次の資格を有する方が受験できます。

　　　ただし、日本国籍の無いもの、地方公務員法

　　　第１６条に該当するものは受験できません。

　（１）高等学校卒業程度以上の学力を有する方

　（２）①・②調理員、学校管理員　

　　　　　おおむね５０歳程度までの方

　　　　③こども園通園バス添乗員

　　　　　おおむね５５歳程度までの方

　（３）①調理員　

　　　　　調理師免許を有する方又は調理業務従事

　　　　　経験者で今後調理師免許取得見込みの方

　　　　②学校管理員

　　　　　東通村内在住、または、採用後に東通村

　　　　　に居住できる方

　　　　③こども園通園バス添乗員

　　　　　保育士・幼稚園教諭の資格を有する方又

　　　　　は子どもが好きな方

３　勤務条件等

　（１）給　　料 　 村の規定により支給

　　　　①・②調理員、学校管理員

　　　　　通勤手当、期末・勤勉手当支給有

　　　　③こども園通園バス添乗員

　　　　　通勤手当有(月末締め翌月１０日口座振込)

　（２）勤務時間

　　　　①調理員　交代制

　　　　　　　　　７：１５～１６：００

　　　　　　　　　８：１５～１７：００

　　　　②学校管理員

　　　　　６：００～１７：００のうち

　　　　　７時間４５分勤務

　　　　③こども園通園バス添乗員

　　　　　週５日程度・朝及び帰り便の添乗

　　　　　朝 　　７：２０～　８：４０

　　　　　帰り １６：１５～１７：４０

　（３）休　　日 

　　　　①調理員　　　 土、日、祝日、年末年始

　　　　②学校管理員　 土、日、祝日、年末年始

　　　　　　　　　　　 ※休日勤務の場合振替対応

　　　　③こども園通園バス添乗員

　　　　　　　 　　　　日、祝日、年末年始

　　　※すべての職種も有給休暇、その他特別休暇有

　（４）雇用期間 

　　　　令和９年３月３１日まで

　　　　（勤務成績優秀な場合更新有）

　（５）加入保険

　　　　①・②調理員、学校管理員は厚生年金保険、

　　　　雇用保険、地方公務員等共済組合

４　試験方法

　　面接による（日時、場所等は別途通知します）

５　応募方法（出願書類）

　　次の書類について、下記まで提出してください。

　　なお、提出書類を郵送する場合は、封筒に

　　「受験申込書在中」と朱書してください。

　　（1）履　歴　書（市販の履歴書で可）

　　　　※　自筆で記入し、顔写真を貼付して下さい

　　　　※　資格免許を有する方は免許状等の写しを

　　　　　　同封して下さい。

６　願書等提出先

　　〒０３９－４２９２

　　東通村大字砂子又字沢内５番地３４

　　東通村役場　総務課

７　願書受付期間

　　令和８年２月２日(月)～２月２０日(金)

　　受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで

　　（土曜日、日曜日、祝日を除く）

　　※郵送にて提出の場合は、２月２０日（金）

　　　必着有効とします。

８　その他

　　試験に関する問い合わせは

　　　東通村総務課

　　　☎０１７５－３３－２２０８（直通）または

　　　☎０１７５－２７－２１１１（代表）

　　　　内線（２７２）まで
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２月は節分の季節です。節分は「鬼は外～」の掛け声で豆まきを行います。

また、恵方を向いて巻き寿司を食べる関西の風習「恵方巻」が、近年は全

国に広まり、この時期になると、スーパーでも恵方巻を見かけます。「恵方」

とは、その年に福をもたらす神様がいるとされる、縁起の良い方角のこと

です。

節分にちなんで、今月の小話では「尻屋に棲む鬼神伝説」をご紹介します。

―下北各地の伝承　　※日誌等の史料により伝えられてきた伝承を現代語訳でご紹介します―下北各地の伝承　　※日誌等の史料により伝えられてきた伝承を現代語訳でご紹介します

〇かつて、 鬼門鬼門にあたる尻屋尻屋には鬼鬼が棲み、 牛馬を掴まえ人々を苦しめていた。 そこで源源
みなもとのみなもとの

　　頼頼
よ りよ り

義義
よ しよ し

公が鬼退治した。

〇昔、 頼義頼義公が、 尻屋尻屋岬の鬼神鬼神を退治した。 赤岩岬 （現在の風間浦村） から、 頼義頼義公が尻屋尻屋岬に向けて矢を射た。

〇頼義頼義公が、 草を切って矢を作り、 岩を砕いて鍵の代わりとし、 尻屋尻屋の鬼神鬼神を退治した。

〇尻屋尻屋の近くにある 「鬼屈」 にも、 洞窟の中に鬼神鬼神が住み、 人々を苦しめていたが、 頼義頼義公がこれを退治した。

頼義公は、平安時代に東北地方を治めたとされる名将です。頼義公と尻屋の鬼神にまつわる伝承が各地に残

っていますが、実際に頼義が尻屋を訪れたことを示す記録史料は見つかっていません。

「鬼門」とは、今は「避けたいポイント」等の意ですが、本来は「病気や災いが入りやすいとされる方角」

を指していました。前述の「恵方」とも関連し、日本には災いを避け、良い流れを選ぶために方角の吉凶を重

んじる「陰陽道思想」があります。この考えで、人が住む都市の中心に対して、北東の方角が鬼門とされてい

ました。

現在では、尻屋は村有数の景勝地として、多くの来訪者で賑わいます。

伝承に思いをはせ、２月の尻屋を散策してみてはいかがですか♪

今月の『ひがしどおり小話』今月の『ひがしどおり小話』 No.３５　尻屋にNo.３５　尻屋に棲棲
すす

む鬼神伝説む鬼神伝説👹👹

東通村役場には沢山の課があり、沢山の人が働いています。しかし、普段過ごしていて「具体的
にどんな仕事をしているんだろう……？」と疑問に思ったことはありませんか？
このコーナーでは、東通村役場に勤めている職員とその業務について紹介していきます。

教育委員会教育総務課

主事　山本　卓人さん　入庁１年目

「山本さんは現在どんなお仕事をされているのですか？」
小中学校の施設、設備の管理やスポーツに関する業務を担当していま

す。学校施設が安全で快適に利用できるよう、点検や修繕対応を行うと

ともに、地域スポーツの振興を通じて、子どもたちや地域の皆さんが元

気に活動できる環境づくりに取り組んでいます。

「現在のお仕事をするうえで意識していることを教えてください！」
学校施設やスポーツ活動は多くの子どもたちや地域の方が日常的に利

用するものなので、安全を最優先に考え、早めの点検や対応を心掛ける

よう常に意識しています。学校や関係者の声に丁寧に耳を傾け、円滑な

連携を大切にしながら、安心して利用できる環境づくりを意識しています。

「今後の目標を教えてください！」
毎日学ぶことばかりですが、学校施設やスポーツ活動が安全に行われ

るよう、基本を大切にしながら丁寧な対応を心掛けています。学校や地

域の皆さんの声を大切にし、少しでもお役に立てるよう精進いたします。

特産品ＰＲにも参加しました！

能舞にも取り組んでいます
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東通村に冬将軍到来中ですね❆

皆さま連日の雪かきお疲れ様です。

さて今月号は、各地区の正月行事を

ご紹介しました。当紙面は、各地区

の皆さまからの、情報提供に基づき

取材させていただいたものです。

ご協力いただいた皆さまありがとう

ございました☺

ｂｙ川口
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【めんこちゃんの応募内容】(応募対象：１～６歳の未就学児)

①お子様の写真（１０ＭＢ以内のＪＰＥＧデータで送付ください）

②お子様の氏名(フリガナも)

③お子様の生年月日

④お子様の年齢 ※お誕生日を迎える満年齢で応募してください

⑤第何子か（ご長男・ご長女等も）

⑥お子様へのひとことメッセージ

⑦親御様の氏名

⑧住所（地区名も）

⑨電話番号

３月生まれのお子さまは、２月１３日までにご応募ください♪３月生まれのお子さまは、２月１３日までにご応募ください♪
※応募総数によって各号で写真の大きさが変わる可能性がございますので、あらかじめご承知おきください。

【応募方法】

メール または 役場２Ｆ総務課までご持参

総務課総務グループ「広報係」 

✉kouhou@vill.higashidoori.lg.jp

☎０１７５－３３－２２０８

メールタイトル「めんこちゃん応募」

受理後３日以内に広報係から返信します

返信がない場合は電話でお問合せください

鈴
すず

木
き

　羚
れ

央
お

くん（３歳）
【石蕨平】　優太さんの三男

♪わが子へメッセージ♪
『歌とダンスが大好き！おしゃべり大好き！
野球大好き！これからも元気にすくすく
大きくなぁれ♫お誕生日、おめでとう☆』

久
く

保
ぼ

沢
さわ

　奏
かな

太
た

くん（６歳）
【砂子又】　啓人さんの長男

♪わが子へメッセージ♪
『かーくん6歳の誕生日おめでとう🎂春から1年生だね
❣小学生になったらいろんな大変なことが今より増える
けど、いつでも助けてあげるからこれからも頑張ろうね🥰』

猪
いの

股
また

　之
ゆき

春
はる

くん（５歳）
【蒲野沢】　史宜さんの長男

♪わが子へメッセージ♪
『誕生日おめでとう！
元気いっぱい、笑顔あふれる一
年になりますように♪』


